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 開  会  

 議  長  皆さん、おはようございます。 

本日の出席議員は、１６人につき定足数に達しております。 

 ただ今から、平成２９年第２回筑前町議会臨時会を開会します。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、 

 １番 深野良二議員及び２番 田口讓司議員を、指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日５月２４日の１日間としたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日の１日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 

田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は執行部、新体制での出席でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 さて、麦秋の候でございます。筑前町、約２,０００ha の水田のうち、そのうち約

１,７００ha に麦が作付けされており、実りの秋を迎え、筑前町ならではの麦秋の風

景が広がっております。この麦作の約４分の１はビール麦として朝倉市のキリンビー

ル工場に出荷されております。この工場は、雇用と地域ブランド力と地域産物振興、

税収増が相伴う理想的な企業誘致の形であろうかと思います。本町にもこのような企

業立地を望み、行動し、住民、議会、職員の総合力で実現に近づいております。 

 本日提案いたします人事案件、造成工事承認の件、これからの筑前町づくりの重要

案件でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日提案します議案等１２件の提案理由の説明を申し上げます。 

 同意第２号、筑前町副町長の選任につき同意を求めることについては、中野 髙文

（現）副町長の任期が平成２９年５月３１日をもって任期満了となるため、再選任す

ることについて議会の同意を求めるものです。 

 同意第３号、筑前町監査委員の選任につき同意を求めることについては、筑前町監

査委員の西依 雅 氏が、平成２９年５月３１日をもって任期満了となるので、後任と

して選任することについて議会の同意を求めるものです。 

 同意第４号、筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについては、

筑前町教育委員会の委員である大雄 信英 氏が、平成２９年５月２７日をもって任期

満了となるため、新教育委員会制度に基づく教育長に任命することについて議会の同

意を求めるものです。 

 同意第５号、筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、筑

前町教育委員会の委員である髙 清史 氏が、平成２９年５月２７日をもって任期満了

となるので、後任として任命することについて議会の同意を求めるものです。 

 承認第３号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、多目的運動公

園野球場整備工事を施工するにあたり、工事内容の変更に伴う工事請負契約の変更を
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する必要が生じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行っ

たものです。 

 承認第４号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、地方税法及び

航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及

び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成２９年３月３１に公布され、同年４

月１日に施行されたことに伴い、筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が

生じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行ったものです。 

 承認第５号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、地方税法及び

航空機燃料譲与法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び

地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成２９年３月３１日に公布され、同年４

月１日に施行されたことに伴い、筑前町税条例及び筑前町税条例の一部を改正する条

例等を改正する必要が生じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決

処分を行ったものです。 

 承認第６号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、四三嶋地区工

業団地内の売却予定地における造成工事について、平成２８年度内の完了が困難とな

ったことから、当該土地の売却代金の支払いが平成２８年度内に行われる見込みが立

たないので、平成２８年度筑前町一般会計予算を補正する必要が生じたが、町議会を

招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行ったものです。 

 承認第７号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、平成２８年度

工業用地造成事業特別会計予算を平成２９年度工業用地造成事業特別会計予算へ繰

り越す必要が生じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行

ったものです。 

 承認第８号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、筑前町工業用

地造成事業特別会計予算の増額補正に伴い、その財源となる筑前町一般会計予算から

の操出金を増額補正する必要が生じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったた

め、専決処分を行ったものです。 

 承認第９号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、平成２９年度

筑前町工業用地造成事業特別会計において、四三嶋地区工業用地造成工事を施工する

必要が生じたが予算が不足しており、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、

専決処分を行ったものです。 

 承認第１０号、専決処分報告し、承認を求めることにつきましては、平成２９年度

四三嶋地区工業用地造成工事を施工するにあたり、工事請負契約を締結する必要が生

じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行ったものです。 

 以上が、本日ご提案申し上げます議案の提案理由でございます。 

 慎重にご審議をいただき、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。以上でご

ざいます。 

 議  長  町長の提案理由が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 同意第２号「筑前町副町長の選任につき同意を求めることについて」を、

議題とします。 

 中野髙文副町長は、議事進行上、退席を求めます。 

 （中野副町長退席） 

 議  長  説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 それでは、議案書の（その１）の２ページをお開きください。 
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 同意第２号「筑前町副町長の選任につき同意を求めることについて」 

 筑前町副町長に次の者を選任したいので、地方自治法第１６２条の規定により、議

会の同意を求める。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 氏名 中野 髙文 

 生年月日  

 住所 福岡県朝倉郡筑前町下髙場 

 提案理由は、町長の提案説明のとおりでございます。 

 経歴につきましては、別添の参考資料の１ページをご参照ください。 

 以上、提案いたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

河内議員 

 河内議員  中野副町長がだめというわけではないんですが、副町長を選任するにあたり、県の

キャリアからという選択肢はなかったんでしょうか、お尋ねをいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 本会は、副町長に限らず、すべての今回提案いたしました人事案件につきましては、

幅広く検討をさせていただきました。その上で、もちろん県等の出身者についても検

討をさせていただき、その上での今回の提案でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 同意第２号「筑前町副町長の選任につき同意を求めることについて」を、採決しま

す。 

 同意第２号は、これに同意することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手多数です。 

 したがって、同意第２号「副町長の選任につき同意を求めることについて」は、同

意することに決定しました。 

 中野副町長は、席に戻っていただきます。 

 （中野副町長着席） 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 同意第３号「筑前町監査委員の選任につき同意を求めることについて」

を、議題とします。 

 説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  ３ページをお開きください。 

 同意第３号「筑前町監査委員の選任につき同意を求めることについて」 

 筑前町監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定に

より、議会の同意を求める。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 氏名 北原 康則 

 生年月日  
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 住所 福岡県朝倉郡筑前町久光 

 提案理由は、町長の説明のとおりでございます。 

 経歴につきましては、別添の参考資料２ページをご参照ください。 

 以上、提案いたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 同意第３号「筑前町監査委員の選任につき同意を求めることについて」を、採決し

ます。 

 同意第３号は、これに同意することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第３号「筑前町監査委員の選任につき同意を求めることについて」

は、同意することに決定しました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 同意第４号「筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることに

ついて」を、議題とします。 

 入江哲生総務課長は、議事進行上、退席を求めます。 

 （入江総務課長退席） 

 議  長  説明を求めます。 

町長 

 町  長  筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつきまして、筑前町教育

委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 本日付け、町長名でございます。 

 氏名 入江 哲生 

 生年月日  

 住所 福岡県朝倉郡筑前町久光 

 提案理由は、先ほど私が申し上げたとおりでございます。 

 なお、経歴等については、別添の資料でございます。よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

河内議員 

 河内議員  入江現総務課長、教育課の経験はどれくらいあるんでしょうか、お尋ねいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  在職年数等を確認したいので、しばらく時間をいただけませんでしょうか。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 教育委員会部局におきまして１３年５カ月の在職経験を持っております。 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 
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 議  長  討論なしと認めます。 

 同意第４号「筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて」を、

採決します。 

 同意第４号は、これに同意することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第４号「筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めること

について」は、同意することに決定しました。 

 入江総務課長は、席に戻っていただきます。 

 （入江総務課長着席） 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 同意第５号「筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  先ほど、同意ありがとうございました。 

 町民の期待に応えるように頑張ってまいりたいと思います。 

 それでは、５ページ、同意第５号「筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求め

ることについて」 

 筑前町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 氏名 矢野 博一 

 生年月日  

 住所 福岡県朝倉郡筑前町依井 

 提案理由は、町長説明のとおりでございます。 

 経歴につきましては、別添の参考資料をご参照ください。 

 以上、提案いたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 同意第５号「筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」を、

採決します。 

 同意第５号は、これに同意することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第５号「筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」は、同意することに決定しました。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（多目的運

動公園野球場整備工事請負契約の変更）」を、議題とします。 

 説明を求めます。 
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都市計画課長 

都市計画課長  議案書（その２）の２ページをお願いいたします。 

 承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、町長の説明のとおりでございます。 

 次のページ、３ページ、専決処分書、平成２９年専決第２号。 

 平成２８年６月１６日付け第４３号議案をもって議決された工事請負契約の締結

（多目的運動公園野球場整備工事）に係る議決内容の一部を別添のように専決処分す

る。 

 平成２９年３月２４日、町長名です。 

 ４ページでございます。 

 工事請負契約の変更内容 

 工事名 多目的運動公園野球場整備工事 

 契約の方法 変更前 指名競争入札 変更後 随意契約 

 請負契約額 変更前 ２億２,５１８万円  

変更後 ２億２,９７１万６,０００円 

 工事請負人 変更前 朝倉郡筑前町山隈９３４番地１ 

           株式会社 平田組 筑前支店 取締役支店長 平田昭義 

 変更後は変わっておりますので、変更後、取締役支店長 平田道隆に変更になって

おります。 

 参考 

 １．工事箇所 筑前町下髙場 地内 

 ２．工事概要 別表のとおり 

 ３．工期 平成２８年６月１７日から平成２９年３月３０日まででございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

一木議員 

 一木議員  質問いたします。 

 一番下の別表でございます。 

 この中での工種、一番上の土工（残土処理ほか）ということで、変更前が８００㎥

ほか、変更後が１,７３０㎥ほかということで、９３０㎥増になっております。２倍、

倍以上の増ということでございますけども、この主な要因、原因はどういうことかと

いうことで質問いたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 土工につきましては、残土処理ほかということで表記しておりますけれど、この中

に駐車場の整備に伴う不陸整正とか２号調整池の補強盛土、そういう土工が含まれて

おります。 

 そして残土処理の立米数が９３０㎥増えたものにつきましては、多目的運動公園は

５年間をかけて整備してきておりまして、最終年度に残土を野球場の裏手のほうに積

んでおったわけですけれど、その処分というか残土が不用になったため、最終変更で

不用な残土を処理した結果で、この数量が確定しております。以上でございます。 

 議  長  河内議員 
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 河内議員  同じく別表ですが、上から２番目、車止めほかとありますが、車止めとかは最初の

設計段階で入っていないとおかしいんですが、どうしてこの段階で入れたのか、お尋

ねします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 管理施設工、２段書きで書いておりますけれど、１段目の中に車止めほかというこ

とで、主に変わった分の数量を書き込んでいるわけでございまして、変更前は０、変

更後は７基ということで、車両進入防止のために安全対策上、加えたもので、この中

には防球ネットフェンスとか、失礼しました。外周のフェンス工の高さ１,２００ｍの

１２４ｍほど施工したり、そういう管理施設に伴う工種も入っております。 

 この中に増えた安全対策の車進入の部分だけの７基を表記している状況でござい

ます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  最初の段階で安全対策は、その車止めとかがなくても問題なかったんでしょうか。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 駐車場を整備する段階で周りを縁石とかで囲むわけですけれど、そういった段階

で、車両が入ってくる可能性が少ないだろうというところですけれど、完成間際にな

ると危険性があるという判断で、車止めを７基設置した状況でございます。 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（多目的運

動公園野球場整備工事請負契約の変更）」を、採決します。 

 本件は、承認すること賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（多目的

運動公園野球場整備工事請負契約の変更）」は、承認することに決定されました。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 承認第４号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

健康課長 

 健康課長  改めておはようございます。 

 それでは、承認第４号について、説明をさせていただきます。 

 議案書（その２）の５ページをお開きください。 

 承認第４号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、冒頭町長説明のとおりでございますので、省略をさせていただきます。 

 次のページ、６ページが専決処分書になっております。 

 平成２９年専決第３号、３月３１日に専決処分をさせていただいたものでありま

す。 
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 ７ページをお開きください。 

 今回の改正につきましては、低所得者の保険税の軽減措置が拡充されたものであ

り、５割軽減と２割軽減の軽減判定所得を引き上げるものであります。 

 改正箇所に下線を引いております。 

 第２２条第１項第２号に、５割軽減の対象となる所得基準額を規定しております

が、被保険者１人につき加算する額を、２６万５,０００円から２７万円に引き上げる

ものです。 

 次の第３号に、２割軽減の対象となる所得基準額を規定しておりますけども、被保

険者１人につき加算する額を、４８万円から４９万円に引き上げるものでございま

す。 

 最後に、この条例は、平成２９年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第４号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）」を、採決します。 

 承認第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第４号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）」は、原案のとおり可決

されました。 

日程第１０  

 議  長  日程第１０ 承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町

税条例等の一部を改正する条例の制定について）」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

税務課長 

 税務課長  それでは、議案書（その２）の９ページをお願いいたします。 

 承認第５号でございます。 

 「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長の提案理由のとおりでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 専決書でございます。 

 専決第４号、専決処分書。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をする。 

 平成２９年３月３１日、町長名でございます。 

 それでは、新旧対照表をお願いいたします。 

 条文につきましては、ご存じのとおり法令改正にあわせて改正を行っております。
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すべてそういうことで行っておりますので。 

 それでは、条文を追いながらですね、主な改正を説明いたしたいと思います。 

 まず、１１ページでございます。 

 １１ページ、３３条第４項の改正につきましては、株式等に係る配当所得等につい

て、提出された申告書に記載された事項、その他事情を勘案して、町長が課税方式を

決定できることを明確化したものでございます。 

 それから、１７ページでございます。 

 １７ページ、第６１条第８項につきましては、災害に関する税制上の措置として、

被災家屋償却資産に係る課税標準額の特例措置を規定したものでございます。 

 その下、第６１条の２につきましては、法３４９条の３第２８項の新設にあわせま

して、家庭的保育事業等に要する家屋及び償却資産に係る課税標準額の特例につい

て、わが町特例の割合を定める規定でございます。 

 それからその下、第６３条の２につきましては、居住用超高層建物に係る固定資産

税について、各区分所有ごとに税額を算出する際に用いる占有床面積を、実際の取引

価格の傾向を踏まえて補正をするよう申出についての規定でございます。 

 それから、次は２１ページをお願いいたします。 

 ２１ページ、附則第１０条の２につきましては、保育の受け皿整備促進、市民、公

開緑地認定制度におけるわが町特例の割合を定めるものでございます。 

 それから２２ページ、附則１０条の３につきましては、耐震改修が行われた認定長

期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとする申告書についての規定で

ございます。 

 それから２６ページ、附則第１６条につきましては、軽自動車税のグリーン化特例

を見直し、適用期間を２年間延長するものでございます。 

 それから２７ページ、附則１６条の２につきましては、軽自動車税の賦課徴収の特

例について規定し、自動車メーカーの不正に伴う不正額については、不正を行った自

動車メーカーに納税義務を課すという措置でございます。 

 以上簡単ではございますが、主な改正点の説明を終わります。以上です。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町税

条例等の一部を改正する条例の制定について）」を、採決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町

税条例等の一部を改正する条例の制定について）」は、承認することに決定されまし

た。 

日程第１１  

 議  長  日程第１１ 承認第６号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

８年度筑前町一般会計補正予算（第７号））」を、議題とします。 

 説明を求めます。 
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財政課長 

 財政課長  議案書３８ページをお願いいたします。 

 承認第６号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求めるものです。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、町長説明のとおりでございます。 

 ３９ページをお願いします。 

 専決処分書です。 

 平成２９年専決第５号、３月３１日に専決処分をしたものであります。 

 別冊の平成２８年度一般会計補正予算（第７号）をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２８年度筑前町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５億８,６８３万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１３１億６,０６４万３,０００円とするものです。 

 事項別明細書で説明をいたします。 

 ７ページをお願いします。 

 歳出のほうから説明をいたします。 

 ２款１項９目地域振興基金費、５億８,６８３万円の減額につきましては、四三嶋地

区工業団地内の売払い収入により予定をしておりました基金積立金を、収入の見込み

が立たないこととなったことにより、減額をしたものです。 

 なお、積立金の額につきましては、２７、２８年度におきまして基金を取り崩し、

工業用地造成事業特別会計に繰り出しをしていた額となります。 

 次に、６ページの歳入ですが、１７款財産収入につきましては、四三嶋地区工業団

地内の売払い収入の見込みが立たなくなりました。７億３,５３２万２,０００円を減

額をしたものです。 

 １９款繰入金につきましては、この売払い収入から基金積立金を差し引いた残りを

一般財源として予定をしておったために、財政調整基金繰入金により財源確保を行う

ために１億４,８４９万２,０００円を増額をしたものです。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第６号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２８

年度筑前町一般会計補正予算（第７号））」を、採決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第６号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

８年度筑前町一般会計補正予算（第７号））」は、承認することに決定されました。 

日程第１２  
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 議  長  日程第１２ 承認第７号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

８年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算（第１号））」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

都市計画課長 

都市計画課長  議案書（その２）の４０ページになります。 

 承認第７号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 平成２９年５月２４日提出、町長名でございます。 

 提案理由は、町長の説明のとおりでございます。 

 次のページ、４１ページ、専決処分書、平成２９年専決第６号。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 平成２９年３月３１日、町長名でございます。 

 別冊をお願いいたします。 

 平成２８年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 平成２８年度筑前町の工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 繰越明許費、第１条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越

しして使用できる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

 平成２９年３月３１日専決、町長名です。 

 次のページの２ページに、第１表繰越明許費として、１款工業用地造成事業費、１

項工業用地造成事業費、事業名、企業誘致推進事業、金額としまして９,２７４万２,

０００円となっているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

河内議員 

 河内議員  日程第１２のところで、議長、平成２８年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算

とおっしゃいましたけど、今の説明は、特別会計補正予算なんですが、どういうこと

でしょうか。 

 議  長  河内議員、質問を再度、内容をちょっともう１回質問をしてください。 

河内議員 

 河内議員  議長の日程第１２の説明の中で、承認第７号について、平成２８年度筑前町工業用

地造成事業特別会計予算（第１号）とおっしゃいましたが、課長の説明は補正予算（第

１号）でしたので、それはどうなっているのか、お尋ねをしました。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 失礼しました。 

 第７号のほうの議案書のほうタイトルのところの特別会計補正予算の「補正」が外

れていたというところで、訂正をお願いしたいと思います。 

 議  長  補正予算でいいということですね。 

局長 

議会事務局長  失礼します。 

 議案書ですね、議案書（その２）の目次のほうですね、承認第７号、これの分で、

専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２８年度工業用地造成事業特別

会計）、「補正」を入れていただきたいと思います。補正の文字が抜けておりました。
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補正予算（第１号）ということで、訂正をお願いしたいと思います。 

 議  長  いいですか。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第７号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２８

年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号））」を、採決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第７号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

８年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号））」は、承認することに決

定されました。 

日程第１３  

 議  長  日程第１３ 承認第８号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

９年度筑前町一般会計補正予算（第１号））」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  議案書の４２ページをお願いいたします。 

 承認第８号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求めるものです。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、町長説明のとおりでございます。 

 ４３ページ、専決処分書をお願いします。 

 平成２９年専決第７号、４月２７日に専決処分をしたものであります。 

 別冊の平成２９年度一般会計補正予算（第１号）をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２９年度筑前町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,０００万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１１０億５,６０５万２,０００円とするものです。 

 事項別明細書で説明をいたします。 

 ７ページをお願いします。 

 歳出のほうから説明をいたします。 

 ７款４項１目都市計画総務費、５,０００万円の増額です。 

 工業用地造成事業特別会計予算の増額補正に伴い、一般会計からの操出金を増額し

たものです。 

 次に、６ページの歳入ですが、１９款２項１目基金繰入金につきましては、この操

出金の財源といたしまして、地域振興基金から５,０００万円を繰り入れるため増額を

したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 
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 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第８号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２９

年度筑前町一般会計補正予算（第１号））」を、採決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第８号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

９年度筑前町一般会計補正予算（第１号））」は、承認することに決定されました。 

日程第１４  

 議  長  日程第１４ 承認第９号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

９年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算（第１号））」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

都市計画課長 

都市計画課長  議案書４４ページをお願いいたします。 

 承認第９号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、町長の説明のとおりでございます。 

 次のページ、４５ページ、専決処分書。 

 平成２９年専決第８号。 

 平成２９年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号）について、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 平成２９年４月２７日、町長名です。 

 別冊の予算書をお願いいたします。 

 平成２９年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号）をお願いします。 

 予算書の１ページでございます。 

 平成２９年度筑前町の工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 歳入歳出の補正予算でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,０００万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５,３１９万５,０００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。ということでございます。 

 歳入歳出補正予算は、７ページをお願いします。 

 ７ページの事項別明細で説明させていただきます。 

 歳出、１款１項１目工業団地造成事業、１５節工事請負費、５,０００万円の増額補

正となっています。 

 続いて、６ページの歳入でございます。 

 歳入につきましては、１款１項１目一般会計繰入金５,０００万円となっておりま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 訂正をお願いいたします。 
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 議案のほうの予算書のほうに、また補正という表記が外れておりますので、加筆を

お願いいたしたいと思います。失礼しました。 

 議  長  今訂正されましたように、私のほうも先ほど補正を入れてなかったので、会計補正

予算ということで、訂正をさせていただきたいと思います。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第９号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２９

年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号））」を、採決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第９号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

９年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号））」は、承認することに決

定されました。 

日程第１５  

 議  長  日程第１５ 承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成

２９年度四三嶋地区工業用地造成工事請負契約）」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

都市計画課長 

都市計画課長  議案書４６ページとなります。 

 承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、町長の説明のとおりでございます。 

 次のページ、４７ページ、専決処分書。 

 平成２９年専決第９号。 

 平成２９年度四三嶋地区工業用地造成工事請負契約の締結について、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２９年５月１１日、町長名でございます。 

 ４８ページ、工事請負契約の内容。 

 工事名 平成２９年度四三嶋地区工業用地造成工事 

 契約の方法 指名競争入札 

 請負契約額 ４,７５２万円 

 工事請負人 福岡県朝倉郡筑前町東小田７８番地６ 

       株式会社 柿原建設 代表取締役 柿原良至 

 ４９ページでございます。 

 入札結果表、第１回落札決定。 

 参考としまして、 

工事箇所 筑前町四三嶋 地内 

工事概要 掘削 Ⅴ＝９,４９０㎥ 
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     購入土（真砂土） Ｖ＝１０,５００㎥ 

     押土 Ｖ＝１,２７３㎥ 

     土砂運搬 Ｖ＝９,４９０㎥ 

     路体盛土 Ｖ＝９,４９０㎥ ほか 

 工期 平成２９年５月１２日から平成２９年７月３１日まででございます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

一木議員 

 一木議員  ４９ページの一番下のほうの工事概要のところで、お尋ねいたします。 

 掘削９,４９０㎥ということで、立米になっていますけども、全体のどのくらいぐら

いの割合になるのかなと。 

 面積的にはまた、平米的な面積、位置、場所ではどのくらいぐらいに当たるのかな

ということで、質問いたしたいと思います。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 ヤクルト譲渡面積は、全体で約４６,０００㎡でございます。 

 今回の土壌関係の不純不適合区域面積が約１７,０００㎡ございまして、その後１０

ｍの格子というポイントで１２７カ所調査をしております。 

 掘削深度としましては、調査結果によりまして、７０㎝とか１ｍとかそれぞれに分

かれておりますので、面積的には約１７,０００㎡が該当する面積になってきます。以

上でございます。 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

９年度四三嶋地区工業用地造成工事請負契約）」を、採決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成

２９年度四三嶋地区工業用地造成工事請負契約）」は、承認することに決定されまし

た。 

日程第１６  

 議  長  日程第１６ 「筑前町選挙管理委員会委員の選挙」を、行います。 

 地方自治法第１８２条の規定により、選挙管理委員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦した

いと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法については、指名推薦で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 
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 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、指名の方法は、議長が指名することに決定しました。 

 資料を配布いたします。 

 （資料配布） 

 議  長  選挙管理委員には、お手元にお配りしました名簿のとおり、四三嶋の岡部由美子さ

ん、大久保の上野幸子さん、篠隈の前田圭一郎さん、大塚の前田義徳さん、以上の方

を指名します。 

 お諮りします。 

 ただ今、議長が指名した方を、選挙管理委員の当選人と定めることにしたいと思い

ます。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今指名しました、岡部由美子さん、上野幸子さん、前田圭一郎さ

ん、前田義徳さん、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、当選の告知をします。 

日程第１７  

 議  長  日程第１７ 「筑前町選挙管理委員補充員の選挙」を、行います。 

 地方自治法第１８２条の規定により、選挙管理委員補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦した

いと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法については、指名推薦で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、指名の方法は、議長が指名することに決定しました。 

 資料を配布します。 

 （資料配布） 

 議  長  選挙管理委員補充員には、第１順位、松延の松澤善孝さん、第２順位、野町の一ノ

宮富久美さん、第３順位、久光の尾畑文隆さん、第４順位、長者町の倉地典子さん、

以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

 ただ今、議長が指名した方を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることにしたい

と思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今指名しました、松澤善孝さん、一ノ宮富久美さん、尾畑文隆さ

ん、倉地典子さん、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 
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 会議規則第３１条第２項の規定により、当選の告知をします。 

 閉  会  

 議  長  これで、本日の日程は、全部終了しました。 

 平成２９年第２回筑前町議会臨時会を閉会します。 

 どうもお疲れさまでした。 

（１１：１０） 

 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


